
議案第２号   

札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関

する規則の一部を改正する規則案について 

令和６年（２０２４年）３月２９日提出 

教育長 檜 田 英 樹   

札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

（昭和３５年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「６月３０日」を「９月３０日（教育長が特に認めるときは、同日

後で教育長が定める日）」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（理 由） 

保護者等から徴収する共済掛金の納入期限を変更するため、本案を提出する。 



議案第３号   

 

札幌市教育委員会行政組織規則の一部改正について 

   令和６年（２０２４年）３月２９日提出 

 

教育長 檜 田 英 樹   

 

札幌市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 札幌市教育委員会行政組織規則（昭和４７年教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

(1) 別表１生涯学習部の項総務課の目第１６号を削り、同目第１７号中「及び

学校」を削り、同号を同目第１６号とし、同目第１８号を同目第１７号とし、

同項生涯学習推進課の目の次に次のように加える。 

学校支援課 (1) 教材及び学校備品の整備に関すること。 

(2) 学校の経理に関すること。 

(2) 別表１生涯学習部の項学校施設課の目中第４号を削り、第５号を第４号と

し、第６号から第８号までを１号ずつ繰り上げ、同項保健給食課の目を次の

ように改める。  

学校給食課 (1) 学校給食に関すること。 

(2) 学校給食の関係団体に関すること。 

(3) 札幌市学校給食運営委員会の庶務に関すること。 

(4) 学校給食費の管理に関すること。 

(3) 別表１学校教育部の項教育推進課の目第１１号中「就学援助審議会」の次

に「、札幌市学校結核対策委員会」を加え、同目中第１６号を第２１号とし、

第１５号を第２０号とし、第１４号の次に次の５号を加える。 

(15) 北方自然教育園に関すること。 

(16) 学校保健に関すること（教職員の健康管理に係るものを除く。）。 

(17) 学校保健の関係団体に関すること。 

(18) 学校保健の専門的事項の指導等に関すること。 

(19) 学校保健に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究に関すること。 



(4) 別表学校教育部の項教職員課の目中第９号を削り、第１０号を第９号とし、

第１１号から第１５号までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則（平成２６年教育委員

会規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

  様式１（その１）及び様式１（その３）中「（教）総務課」を削る。 

 （札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則（平成２６年教育

委員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  様式１（その１）中「（教）総務課」を削る。 

 （機構改革に伴う勤務発令） 

４ この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令され

ないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。  

左欄 右欄 

部 課 部 課 

生涯学習部 保健給食課長 生涯学習部 学校給食課長 

学校教育部 幼児教育センタ

ー担当課長 

学校教育部 幼児教育担当課

長 

 

 （理 由） 

 令和６年度機構編成を実施するため、本案を提出する。 



議案第４号   

 

札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程の一部改正について 

   令和６年（２０２４年）３月２９日提出 

 

教育長 檜 田 英 樹   

 

札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程の一部を改正する訓

令 

 札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程（昭和２８年教育委員会訓令第

２号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「保健給食課」を「学校給食課」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 （理 由） 

 令和６年度機構改革に伴う所要の規定整備を行うため、本案を提出する。 



札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則（平成２６年教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 



札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則（平成２６年教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 

 



札幌市教育委員会行政組織規則（昭和47年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 備  考 

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）  

 組織 事務分掌   組織 事務分掌   

 生涯学習

部 

総務課 (1)～(15) （省略） 

(16)学校の情報化推進のための機器、教材等の整備に

関すること。 

(17)部内及び学校の経理に関すること。 

(18) （省略）  

  生涯学習

部 

総務課 (1)～(15) （現行のとおり） 

（削る。） 

 

(16)部内の経理に関すること。 

(17) （現行のとおり）  

  

学校支援課に移管 

 

同上 

規定整備 

  生涯学習推

進課 

（省略）    生涯学習推

進課 

（現行のとおり）   

  （新設）     学校支援課 (1) 教材及び学校備品の整備に関すること。 

(2) 学校の経理に関すること。 

 学校支援課の新設 

（学校施設課及び総務

課からの移管） 

  学校施設課 (1)～(3) （省略） 

(4) 教材及び学校備品の整備（総務課の所管に係るも

のを除く。）に関すること。 

(5)～(8) （省略） 

   学校施設課 (1)～(3) （現行のとおり） 

（削る。） 

 

(4)～(7) （現行のとおり） 

 

  

学校支援課に移管 

 

規定整備 

  保健給食課 (1) 学校保健に関すること（教職員の健康管理に係る

ものを除く。）。 

(2) 学校保健の関係団体に関すること。 

(3) 学校保健の専門的事項の指導等に関すること。 

(4) 学校保健に係る専門的及び技術的事項の調査及び

研究に関すること。 

(5) 学校給食に関すること。 

   学校給食課 (1) 学校給食に関すること。 

(2) 学校給食の関係団体に関すること。 

(3) 札幌市学校給食運営委員会の庶務に関すること。

(4) 学校給食費の管理に関すること。 

 保健係を教育推進課に

移管することに伴う課

の名称変更及び規定整

備 



(6) 学校給食の関係団体に関すること。 

(7) 札幌市学校給食運営委員会及び札幌市学校結核

対策委員会の庶務に関すること。 

(8) 学校給食費の管理に関すること。 

 学校教育

部 

教育推進課 (1)～(10) （省略） 

(11)奨学審議委員会、教科用図書選定審議会、特別支

援教育振興審議会、就学援助審議会、札幌市児童等

に関する重大事態調査検討委員会及び札幌市幼児ア

セスメント委員会の庶務に関すること。 

 

(12)～(14) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)・ (16) （省略） 

 

 

 

 学校教育

部 

教育推進課 (1)～(10) （現行のとおり） 

(11)奨学審議委員会、教科用図書選定審議会、特別支

援教育振興審議会、就学援助審議会、札幌市学校結

核対策委員会、札幌市児童等に関する重大事態調査

検討委員会及び札幌市幼児アセスメント委員会の庶

務に関すること。 

(12)～(14) （現行のとおり） 

 

 

 

 

(15)北方自然教育園に関すること。 

(16)学校保健に関すること（教職員の健康管理に係る

ものを除く。）。 

(17)学校保健の関係団体に関すること。 

(18)学校保健の専門的事項の指導等に関すること。 

(19)学校保健に係る専門的及び技術的事項の調査及び

研究に関すること。 

(20)・(21) （現行のとおり） 

  

 

保健給食課からの移管

及びこれに伴う規定整

備（例規集第13類第３

章に設置条例があるも

のは例規集登載順と

し、その後に札幌市附

属機関設置条例別表１

に規定する順とし

た。） 

教職員課からの移管 

保健給食課からの移管 

 

同上 

同上 

同上 

 

規定整備 

  教職員課 (1)～(8) （省略） 

(9) 北方自然教育園に関すること。 

(10)～(15) （省略） 

   教職員課 (1)～(8) （現行のとおり） 

（削る。） 

(9)～(14) （現行のとおり） 

  

教育推進課に移管 

規定整備 

           

 



札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則（平成２６年教育委員会規則第１９号）新旧対照表 
現   行 改 正 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 

 



札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程（昭和 28 年教育委員会訓令第２号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 備  考 

 第７条 委員会の庶務は、保健給食課において行う。  第７条 委員会の庶務は、学校給食課において行う。 機構改革伴う

規定整備 

 



○札幌市教育委員会行政組織規則
昭和47年３月29日教育委員会規則第１号

〔注〕平成24年３月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会行政組織規則

札幌市教育委員会行政組織規則（昭和36年（教）規則第７号）の全部改正（昭和47年
３月（教）規則第１号）
（趣旨）

第１条　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）に基づき、札幌市教育委員会（以下「委員会」という。）の事務局その他教育機関
の組織等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成27年（教）規則３号〕
（部等の設置）

第２条　事務局に置く部は、次のとおりとする。
生涯学習部
学校教育部

２　教育機関に置く組織で部に準ずるものは、次のとおりとする。
中央図書館

（組織、事務分掌）
第３条　前条第１項に定める部（以下「部」という。）の組織及び事務分掌は、別表１のと
おりとする。

２　前条第２項に定める中央図書館の組織及び事務分掌は、別表２のとおりとする。
３　課（別表１の課及び別表２の課をいう。以下同じ。）に係又は係に準ずる各所を置くこ
とができる。
（部長等）

第４条　部、中央図書館、課、係及び各所にそれぞれ長を置く。
２　事務局に教育次長を置くことができる。
３　特に必要があるときは、理事、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主
幹若しくは主査を置くことができる。

４　前各項に定めるもののほか、課、係又は各所に主任その他必要な職員を置くことが
できる。

５　第１項から第３項までに定める職員及び前項に定める主任は、事務職員又は技術職
員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は、事務職員、技術職員、業務職員又
は技能職員のうちから、それぞれ委員会が任命する。

６　学校教育部に研究員を置く。
一部改正〔令和５年（教）規則１号〕

（職務）
第５条　教育次長は、教育長を補佐し、その命を受けて、その事務に従事する職員を指
揮監督する。

２　前条第１項及び第３項に規定する長、理事、担当部長、担当課長及び担当係長（次
条において「部長等」という。）は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を
掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。

３　理事及び担当部長の分担する事務は教育長が、担当課長、主幹、担当係長、副主
幹及び主査の分担する事務は部（中央図書館を含む。）の長がそれぞれ定める。

４　主幹は、上司の命を受けて、その分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員
を指揮監督する。

５　副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又
は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があると
きは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。

６　主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第４項に定めるその
他必要な職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

７　研究員は、上司の命を受けて、教育に関する調査、研究及び研修の企画、実施並び
に教育相談に当たる。

一部改正〔令和５年（教）規則１号〕
（代決）



第６条　教育次長及び部長等は、自己に事故がある場合にその事務を代決する者、そ
の順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
（指導主事）

第７条　生涯学習部及び学校教育部にそれぞれ指導主事を置く。
２　指導主事は、委員会が任命する。
３　指導主事の職務の内容は、別に定める。

一部改正〔平成26年（教）規則６号〕
（社会教育主事）

第８条　生涯学習部に、社会教育主事を置くほか、社会教育主事補を置くことができる。
２　社会教育主事及び社会教育主事補は、委員会が任命する。
３　社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受けて、社会教育法（昭和24年
法律第207号）に定める事務に従事する。
（職員の身分取扱い）

第９条　事務局その他教育機関の職員の身分取扱いについては、別に定めるもののほ
か、市長部局の例による。

追加〔平成29年（教）規則６号〕
（その他の教育機関）

第10条　学校の組織等については、別に定める。
一部改正〔平成29年（教）規則６号〕

（委任）
第11条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長
が定める。

一部改正〔平成29年（教）規則６号〕
附　則

この規則は、昭和47年４月１日から施行する。
附　則（昭和48年（教）規則第13号）～附　則（平成22年（教）規則第９号）

省略
附　則（平成23年（教）規則第２号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。
附　則（平成24年（教）規則第３号）

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないと
きは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄 右欄
部 課 部 課

生涯学習部
総務課調整担当課
長

生涯学習部
総務課企画調整担
当課長

学校教育部
教育推進課企画担
当課長

学校教育部
教育推進課中等教
育学校担当課長

附　則（平成26年（教）規則第６号）
１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないとき
は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄 右欄
部又は部に準ずる
組織

課
部又は部に準ずる
組織

課

生涯学習部
総務課企画調整担
当課長

生涯学習部
総務課教育政策担
当課長

生涯学習部
管理課給食担当課
長

生涯学習部 保健給食課長

生涯学習部
管理課栄養指導担
当課長

生涯学習部
保健給食課栄養指
導担当課長



生涯学習部
計画課配置計画担
当課長

生涯学習部
学校施設課学校規
模適正化担当課長

中央図書館 管理課長 中央図書館 運営企画課長

中央図書館
管理課調整担当課
長

中央図書館
運営企画課調整担
当課長

中央図書館 業務課長 中央図書館 利用サービス課長

中央図書館
業務課調査担当課
長

中央図書館
利用サービス課調
査担当課長

附　則（平成27年（教）規則第３号）
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成27年条例第13号）の施行の日から施行
する。ただし、第５条の規定及び第７条中札幌市教育委員会職員職名規則第２条の改正
規定（「教員（」を削り、「及び栄養教諭とする。）」を「、栄養教諭、講師」に改める部分に
限る。）については、平成27年４月１日から施行する。

附　則（平成27年（教）規則第７号）
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

附　則（平成28年（教）規則第９号）
この規則は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例（平成28年条例第41号）の施

行の日から施行する。（施行の日＝平成28年11月７日）
附　則（平成29年（教）規則第６号）

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（平成29年（教）規則第12号）

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（平成30年（教）規則第４号）

この規則は、平成30年４月１日から施行する。
附　則（令和２年（教）規則第３号）

１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表１の改正規定（「別表１」を
「別表１（第３条関係）」に改める部分に限る。）及び別表２の改正規定（「別表２」を「別
表２（第３条関係）」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないとき
は、同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄 右欄
部 課 部 課

学校教育部
教育推進課研修担当課
長

学校教育
部

教職員課教職員育成担
当課長

附　則（令和３年（教）規則第２号）
この規則は、令和３年４月１日から施行する。

附　則（令和４年（教）規則第７号）
この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附　則（令和５年（教）規則第１号）
この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附　則（令和５年（教）規則第５号）
この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附　則（令和５年（教）規則第６号）
この規則は、令和５年４月１日から施行する。

別表１（第３条関係）
組織 事務分掌

生涯学習
部

総務課 (１)　委員会所管事務の運営管理に係る総括調整に関す
ること。

(２)　委員会の会議及び委員に関すること。
(３)　総合教育会議の補助執行に関すること。
(４)　委員会の重要施策の企画及び調整に関すること。



(５)　事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事、服
務等に関すること。

(６)　重要文書の審査及び公告式に関すること。
(７)　公印の管理に関すること。
(８)　文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。
(９)　寄附受理の総括に関すること。
(10)　部内の工事、教材購入等の契約に関すること。
(11)　庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。
(12)　公用車の維持管理に関すること。
(13)　事務局内の部相互間の事務事業の調整に関するこ
と。

(14)　広報に関すること。
(15)　委員会内の予算管理に関すること。
(16)　学校の情報化推進のための機器、教材等の整備に
関すること。

(17)　部内及び学校の経理に関すること。
(18)　委員会内他部所及び部内他課に属さない事務に関
すること。

生涯学習
推進課

(１)　生涯学習推進の企画及び調整に関すること。
(２)　生涯学習の普及啓発に関すること。
(３)　学校教育との連携に関すること。
(４)　生涯学習施設の整備計画に関すること。
(５)　社会教育委員に関すること。
(６)　社会教育主事に関すること。
(７)　札幌市生涯学習振興財団との連絡等に関すること。
(８)　生涯学習センターに関すること。
(９)　青少年科学館及び天文台に関すること。
(10)　市民ホールに関すること。
(11)　社会教育（社会体育を除く。以下同じ。）の企画及び
調整に関すること。

(12)　成人教育、青年教育、高齢者教育、家庭教育、野外
教育、地域活動推進その他の社会教育に係る事業の
振興に関すること。

(13)　社会教育に係る関係団体への指導助言及びその育
成に関すること。

(14)　社会教育に係る施設との連絡調整に関すること。
(15)　青少年山の家及び定山渓自然の村に関すること。
(16)　公民館に関すること。
(17)　博物館の登録、博物館に相当する施設の指定等に
関すること。

学校施設
課

(１)　学校の設置及び廃止に関すること。
(２)　学校建築計画に関すること。
(３)　学校の施設設備等の整備、保全及び管理に関するこ
と。

(４)　教材及び学校備品の整備（総務課の所管に係るもの
を除く。）に関すること。

(５)　児童、生徒及び幼児数の推計に関すること。
(６)　通学区域に関すること。
(７)　通学安全に関すること。
(８)　札幌市立小学校等通学区域審議会の庶務に関する
こと。

保健給食
課

(１)　学校保健に関すること（教職員の健康管理に係るも
のを除く。）。

(２)　学校保健の関係団体に関すること。



(３)　学校保健の専門的事項の指導等に関すること。
(４)　学校保健に係る専門的及び技術的事項の調査及び
研究に関すること。

(５)　学校給食に関すること。
(６)　学校給食の関係団体に関すること。
(７)　札幌市学校給食運営委員会及び札幌市学校結核対
策委員会の庶務に関すること。

(８)　学校給食費の管理に関すること。
学校教育
部

教育推進
課

(１)　学校教育制度及び学校の管理運営に関すること。
(２)　学校教育に係る主要な施策・事業の調査、研究、企
画等に関すること（教職員課の所管に係るものを除
く。）。

(３)　教科用図書の採択及び給付に関すること。
(４)　児童、生徒及び幼児の就学、入学、転学、退学並び
に就学義務の猶予及び免除に関すること。

(５)　高等学校及び中等教育学校の授業料等並びに幼稚
園の保育料等に関すること。

(６)　児童、生徒及び幼児の安全及び事故に関すること。
(７)　奨学金に関すること。
(８)　特別支援教育の推進に係る施策の企画に関するこ
と。

(９)　障がいのある児童・生徒の就学指導に関すること。
(10)　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関するこ
と（教職員の健康管理に係るものを除く。）。

(11)　奨学審議委員会、教科用図書選定審議会、特別支
援教育振興審議会、就学援助審議会、札幌市児童等
に関する重大事態調査検討委員会及び札幌市幼児ア
セスメント委員会の庶務に関すること。

(12)　学校教育の専門的事項の指導等に関すること（教職
員課の所管に係るものを除く。）。

(13)　教育に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究
に関すること（教職員課の所管に係るものを除く。）。

(14)　児童、生徒及び幼児の教育相談に関すること。
(15)　部内の経理に関すること。
(16)　部内他課に属さない事務に関すること。

教職員課 (１)　学級編制及び学校に勤務する職員（以下「学校職員」
という。）の定数に関すること。

(２)　義務教育費国庫負担金に関すること。
(３)　学校職員の研修に関すること。
(４)　学校職員の任用、退職、分限、懲戒その他人事に関
すること。

(５)　学校職員の服務及び人事評価に関すること。
(６)　学校教育に係る主要な施策・事業の調査、研究、企
画等に関すること（教育推進課の所管に係るものを除
く。）。

(７)　学校教育の専門的事項の指導等に関すること（教育
推進課の所管に係るものを除く。）。

(８)　教育に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究
に関すること（教育推進課の所管に係るものを除く。）。

(９)　北方自然教育園に関すること。
(10)　学校職員の団体との交渉に関すること。
(11)　学校職員の勤務条件等の調査研究及び改定に関す
ること。

(12)　教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。



(13)　学校職員の公務災害に関すること。
(14)　学校職員の表彰及び叙勲に関すること。
(15)　学校職員の給与に関すること。

一部改正〔平成24年（教）規則３号・26年６号・27年３号・７号・29年12号・令和２年
３号・３年２号・４年７号・５年５号・６号〕

別表２（第３条関係）
組織 事務分掌

中央図書
館

運営企画課 (１)　図書館施設の維持管理に関すること。
(２)　中央図書館（以下「中央館」という。）及び図書・情
報館以外の図書館における奉仕業務（図書館法（昭
和25年法律第118号）第３条に規定する図書館奉仕
に係る業務をいう。以下同じ。）に関すること。

(３)　西岡児童会館及び埋蔵文化財センターの施設管
理に関すること。

(４)　図書館施設の計画に関すること。
(５)　図書館協議会の庶務に関すること。
(６)　館の経理に関すること。
(７)　図書館等の情報化推進に係る事務の総括調整
及び機器等の整備に関すること。

(８)　館内他課に属さない事務に関すること。
利用サービ
ス課

(１)　読書活動の推進に係る事業等並びに中央館及び
図書・情報館以外の図書館等の奉仕業務に係る総
括調整に関すること。

(２)　中央館及び図書・情報館における奉仕業務に関
すること。

(３)　地域及び学校と連携した事業の推進に関するこ
と。

一部改正〔平成26年（教）規則６号・28年９号・30年４号・令和２年３号〕

























○札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程
昭和28年７月20日教育委員会訓令第２号

〔注〕平成26年３月から改正経過を注記した。
札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程

第１条　本市の学校給食用食品工場等の選定その他に関し、これを適正に行うため札
幌市学校給食用食品工場等選定委員会（以下「委員会」という。）を設ける。

第２条　委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(１)　学校給食用パン、麺及び米飯の加工工場の選定変更に関すること。
(２)　選定工場の物資保管、製品の品質規格、食品衛生等の査察に関すること。
(３)　その他教育委員会が必要と認める事項

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第３条　委員会は、教育長並びに教育委員会事務局職員及び学校給食を実施する市立
学校の校長で委員会が任命するもののほか、次に掲げる市の職員をもって組織す
る。
(１)　産業振興部長
(２)　保健所長

２　委員会は、前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時の委員を委嘱することが
できる。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第４条　委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２　委員長には教育長を、副委員長には教育委員会事務局職員のうち委員長が指名す
るものをもってこれに充てる。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第５条　委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第６条　委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第７条　委員会の庶務は、保健給食課において行う。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
第８条　この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員
会に諮って定める。

一部改正〔平成26年（教）訓令１号〕
附　則

この訓令は、公布の日から施行する。
附　則（昭和36年（教）訓令第２号）～附　則（平成14年（教）訓令第１号）

省略
附　則（平成20年（教）訓令第１号）

この訓令は、公布の日から施行する。
附　則（平成26年（教）訓令第１号）

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。



 

現　行 編　成　案
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長
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土木担当係長
1

1

機械担当係長
1

1

保健給食課

栄養指導担当課
長

0

1

1

1

栄養指導担当係
長

1

4

保健係
3

3

保健指導担当係
長

1

1

給食係
6

4

給食制度担当係
長

1

1

給食費事務係
3

4

栄養指導担当係
長

0

3

3



 

現　行 編　成　案

部級 課級 係級 部級 課級 係級
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義務教育担当係
長

1

1

1

企画担当係長
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企画担当係長
1
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ト担当係長

0 保健指導担当係
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1

1 1
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ト担当係長

0 学びのプロジェク
ト担当課長

0 学びのプロジェク
ト担当係長

0

1

1 1 6 1 6

学びのプロジェク
ト担当課長

0 学びのプロジェク
ト担当係長

0
保健係

3

1 1 3

1

学事係
6

学事係

学校教育部
1

教育推進課
1

教育推進係
6

学校教育部
1

教育推進課
1

教育推進係
6

6

1 1

1
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学びの支援担当
課長
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1

幼児教育企画・研
修担当係長

1

1

特別支援教育相
談担当係長

1幼児教育相談担
当係長

1

11

教育相談担当係
長

0

幼児教育企画・研
修担当係長

1

1

1
教育相談担当係
長

1

1

教育相談担当係
長

1

1

特別支援教育担
当係長

1

1

1

特別支援教育相
談担当係長

教育相談担当係
長

1

0 1

1

教育相談担当課
長

幼児教育セン
ター担当課長

0 幼児教育企画・研
修担当係長

1

特別支援教育担
当係長

1

1

1 1

特別支援教育相
談担当係長

1

1

1

教育相談担当係
長

0 特別支援教育担
当係長

1

1
特別支援教育相
談担当係長

1

教育相談担当係
長

1
主査（調整）

0

1

1

1

学びの支援係
6

5
教育相談担当係
長

1

1 1

1

1
教育相談担当課
長

1 教育相談担当係
長

1

児童生徒支援担
当係長

1

児童生徒担当課
長
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1

1

学校相談支援担
当係長

1

1

1

1
学校相談支援担
当係長

1

1

児童生徒担当係
長

0

11

1

児童生徒担当係
長

1

1
児童生徒担当係
長

1 児童生徒担当係
長

1

1
高等学校担当係
長

1

高等学校担当係
長

1

1 1 1
児童生徒担当部
長

1 児童生徒担当課
長

1 児童生徒担当係
長

1

1

1

義務教育担当係
長

1

高等学校担当係
長

1

1

1

児童生徒担当部
長

児童生徒担当課
長

義務教育担当係
長

0

1

1

義務教育担当係
長

1

1

義務教育担当係
長

1

1
義務教育担当係
長

1

1

児童生徒担当係
長

1

高等学校担当係
長

1

1 1 児童生徒担当係
長

1

1 1

児童生徒支援担
当係長

1

1

学校相談支援担
当係長

1

1
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人事係
9

服務・人事制度
担当係長

1

研修担当係長

1 1

1

人事担当係長
1

教職員育成担当
課長

1
研修担当係長

1

1

研修担当係長
1

1

1

人事担当係長
1

人事担当係長

1

服務・人事制度
担当係長

1

1

1

学校運営支援担
当係長 0

学校運営支援担
当係長

人事担当係長
1

1

学校運営支援担
当係長

0

0
人事係

8

8

学校運営支援担
当係長

0

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

学校運営支援担
当係長

0

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

0

0

0

学校運営支援担
当係長

0

学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0学校運営支援担
当係長

0

0

学校運営支援担
当係長

0

幼児教育相談担
当係長

1

1

学校運営支援担
当係長

0

学校事務育成・支
援担当係長

0

0

0

学校事務育成・支
援担当係長

0

調査係
6

0

6

学校事務育成・支
援担当係長

0

学校事務育成・支
援担当係長

0

0

0

1

1

幼児教育相談担
当係長

1

1 1 6

1

教職員担当部長
1

教職員課
1

調査係
6

1

特別支援教育相
談担当係長

1

特別支援教育相
談担当係長

1

1

幼児教育相談担
当係長

幼児教育相談担
当係長

1

1

幼児教育相談担
当係長 1

1

8

教職員担当部長
1

教職員課
1
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給与係
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9

0
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1

1

研修担当係長
1

1

労務係
3

3

職員健康管理担
当係長

3

3

0 幼児教育企画・研
修担当係長

研修担当係長給与係

1

幼児教育企画・研
修担当係長

1

9

幼児教育担当課
長

1

0 1

職員健康管理担
当係長

3

0 1 3

9

調査担当係長
0

1

研修担当係長
1

労務担当部長
0

労務担当課長
1

労務係
3

13

研修担当係長
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1

研修担当係長
1

研修担当係長
1

研修担当係長
1
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研修担当係長
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研修担当係長
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1
研修担当係長

1

11

研修担当係長
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研修担当係長
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労務担当部長
0

労務担当課長

教職員育成担当
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現　行 編　成　案
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企画担当係長

1
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調整担当課長

1
企画担当係長

1
調整担当課長

曙図書館副館長
1

1 1
主査（曙図書館）

0

曙図書館
5

5 5
曙図書館

6

山の手図書館副
館長

1

1 1
主査（山の手図
書館）

0

山の手図書館
5

5 5
山の手図書館

6

主査（澄川図書
館）

0 澄川図書館副館
長

1

1 1

澄川図書館
6

澄川図書館
5

5 5

主査（清田図書
館）

0 清田図書館副館
長

1

1 1

清田図書館
6

清田図書館
5

5 5

主査（西岡図書
館）

0 西岡図書館副館
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1
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西岡図書館
6

西岡図書館
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0 厚別図書館副館
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1
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厚別図書館
6

厚別図書館
5

5 5

主査（東札幌図
書館）

0 東札幌図書館副
館長

1

1 1

東札幌図書館
5

5 5
東札幌図書館

6

元町図書館副館
長

1

1 1
主査（元町図書
館）

0

元町図書館
5

5 5
元町図書館

6

新琴似図書館副
館長

1

1 1
主査（新琴似図
書館）

0

新琴似図書館
6

新琴似図書館
5

5 5

1
運営企画課

1
総務係
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1 1 6 1 1 6
中央図書館
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1
総務係

5
中央図書館
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1 図書館サービス

係
9

主査（えほん図
書館）

0 えほん図書館副
館長

1

1 1

情報化推進担当
係長

1 情報化推進担当
係長

1

1 1

えほん図書館
4

えほん図書館
3

3 3
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○札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則 

昭和35年９月５日教育委員会規則第１号 

改正

昭和38年６月教育委員会規則第６号 

昭和41年６月教育委員会規則第６号 

昭和42年３月教育委員会規則第８号 

昭和44年６月教育委員会規則第５号 

昭和47年６月教育委員会規則第12号 

昭和52年５月教育委員会規則第９号 

昭和55年４月教育委員会規則第11号 

昭和57年８月教育委員会規則第11号 

昭和58年９月教育委員会規則第19号 

昭和61年４月教育委員会規則第５号 

昭和63年４月教育委員会規則第13号 

平成元年10月教育委員会規則第16号 

平成３年３月教育委員会規則第８号 

平成４年３月教育委員会規則第12号 

平成８年３月教育委員会規則第12号 

平成11年３月教育委員会規則第10号 

平成15年９月24日教育委員会規則第９号 

平成17年３月24日教育委員会規則第２号 

平成19年３月22日教育委員会規則第３号 

平成23年３月22日教育委員会規則第２号 

平成27年３月13日教育委員会規則第２号 

平成31年４月26日教育委員会規則第４号 

令和２年４月28日教育委員会規則第５号 

令和４年３月22日教育委員会規則第６号 

令和５年３月28日教育委員会規則第５号 

令和６年 月 日教育委員会規則第 号 
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札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成14年法律第162号。以下「法」

という。）第17条第４項の規定に基づき、法第15条第１項第７号に規定する災害共済給付に係る

共済掛金（以下「共済掛金」という。）の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（保護者等から徴収する共済掛金の額） 

第２条 本市が法第17条第４項の規定により、災害共済給付契約に係る児童、生徒又は幼児の保護

者又は里親その他の者（当該生徒が成年に達している場合にあっては、当該生徒。以下「保護者

等」という。）から徴収する共済掛金の額は、次の表の左欄に掲げる児童、生徒又は幼児の区分

に応じ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支

援学校の小学部の児童又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは

特別支援学校の中学部の生徒の保護者等のうち、法第２９条第２項各号のいずれかに該当する者

については、経済的理由により共済掛金を徴収しないことができる。 

児童、生徒又は幼児の区分 

保護者等が負担する共済掛

金の額 

（１人当たり年額） 

小学校又は義務教育学校の前期

課程の児童及び中学校、義務教

育学校の後期課程又は中等教育

学校の前期課程の生徒 

要保護児童生徒以外の児童及び生

徒 

460円

要保護児童生徒 20円

高等学校の全日制の課程又は中等教育学校の後期課程の生徒 1,400円

高等学校の定時制の課程の生徒 630円

特別支援学校の小学部の児童及

び中学部の生徒 

要保護児童生徒以外の児童及び生

徒 

370円

要保護児童生徒 20円

特別支援学校の高等部の生徒 1,400円

幼稚園の幼児 180円

備考 この表において要保護児童生徒とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平

成15年政令第369号）第３条第６項に規定する要保護児童生徒をいう。 
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（納入期限） 

第３条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年９月３０日（教育長が特に認めるときは、同

日後で教育長が定める日）までに本市に納入するものとする。 

（共済掛金の不還付） 

第４条 既納の共済掛金は還付しない。 

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 昭和35年度に限り、第３条中「毎年６月30日」とあるのは「昭和35年９月30日」と読み替える

ものとする。 

附 則（昭和38年（教）規則第６号）～附 則（平成19年（教）規則第３号） 

省略 

附 則（平成23年（教）規則第２号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年（教）規則第２号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年（教）規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年（教）規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年（教）規則第６号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年（教）規則第５号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年（教）規則第 号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則（昭和３５年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現  行 改 正 後 備  考 

（納入期限） 

第３条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年６月

３０日までに本市に納入するものとする。 

（納入期限） 

第３条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年９月

３０日（教育長が特に認めるときは、同日後で教育長が

定める日）までに本市に納入するものとする。 

・共済掛金徴収事

務の見直しに伴

う納入期限の変

更及び規定整備

-
 
7
 
-
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災害共済給付制度と共済掛金について 

１ 災害共済給付制度について 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という）と学校の設

置者との契約により、学校の管理下において児童・生徒が怪我を負った場合、その

怪我に係る医療費等が給付される制度。 

２ センターへ支払う共済掛金について 

  独立行政法人日本スポーツ振興センター法（以下「法」という）第 17 条第３

項の規定により、学校の設置者はセンターとの契約時に、加入する児童・生徒に

応じた共済掛金を支払うこととされており、当該共済掛金額により医療費等の給

付が行われる。 

 法第 17 条第４項の規定により、学校の設置者は政令で定める範囲内で共済掛

金の一部を、加入する児童生徒の保護者等から徴収することとされている。ただ

し保護者等が経済的理由によって納付することが困難と認められるときは徴収

をしないことができるとされており、札幌市においても規則第２条により要保護

児童生徒及び就学援助受給世帯が該当する準要保護児童生徒については徴収を

行っていない。 

３  学校の設置者が保護者から徴収する掛金の納期限について 

 札幌市では現行規則において、毎年６月 30 日を納期限としており、その期限

までに各家庭から徴収した保護者負担額を学校長が取りまとめて納入している。

参考資料
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